
～認知症になっても安心長寿のまちおうしゅう～ （奥州市） 
○ 認知症に関わる関係者（24団体）により「認知症になっても安心まちづくり連絡会」
を設置し、課題解決に向けた部会による活動を展開 

○ ３つの部会の活動とともに、認知症の人や家族を支える活動により、認知症を切り
口とした地域包括ケア体制の構築とまちづくりをめざす 

 

１ 医療・介護・地域支援サービスの連携を図る事業 
 (1) 認知症になっても安心まちづくり連絡会 
     (医師会、歯科医師会、薬剤師会、介護施設関係者、家族の会、ケアマネ代表、弁護士、消防・警察・県・市等） 

   ○ 課題解決へ向けた各部会による活動 

    「徘徊対応」、「金銭管理・権利擁護」、「普及啓発相談」 

 (2) みんなで支える認知症事例検討会 
    地域ケア会議メンバーに認知症サポート医及び関係者が参加 
      地域課題の共有、課題解決へ向けた取組 
   → 地域のケアマネジメント力の向上及び関係者のネットワーク構築へ 

２ 認知症の人や家族を支援する事業 
 (1) 認知症の人を支える介護者支援事業 
    ○ 認知症支援ぬくもり隊養成講座 
   ○ 家族交流ほっとスペース 

 (2) キャラバン・メイト活動支援と認知症サポーター養成事業 
         ○ キャラバン・メイト自主活動組織育成支援など 
     「奥州市キャラバン・メイト連絡会スマイル  」（H24年5月設立）   

 (3) 認知症の人と家族支援のための研修会 
    ○ 認知症にやさしい地域づくりフォーラム 

   ○ 認知症にやさしいケアのあり方研修会 

 (4) 認知症の人と家族の実態調査 
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（市町村認知症施策総合推進事業） 

  



 

 

地域包括ケアシステム構築に向けた取組事例（様式） 

 

①市区町村名 奥州市 

②人口（※１） 124,074人（平成 25年 3月末現在）  

③高齢化率（※１） 

（65 歳以上、75 歳以上そ

れぞれについて記載） 

65歳以上 36,757人、75歳以上 20,975人 

（高齢化率 65歳以上 29.7％ 、75歳以上 16.9％ ） 

 

 

① 取組の概要 住み慣れたまちで共に生きるために 

～認知症になっても安心長寿のまちおうしゅう～ 

○認知症に関わる関係者（24団体）により「認知症になっても安心まちづくり

連絡会」を設置し、課題解決に向けた部会による活動を展開 

○部会の活動とともに、認知症の人や家族を支える活動により、認知症を切り

口とした地域包括ケア体制の構築とまちづくりをめざしている 

 

 

⑤取組の特徴 

 

認知症に関わる関係者（団体）により、「認知症になっても安心まちづくり連

絡会」を設置し、官民協働の認知症高齢者支援ネットワーク構築をめざしてい

る。連絡会に課題解決に向けた複数の部会をおき、認知症の人や家族を支える

活動を住民とともに考え推進している。 

 

 

⑥開始年度 平成 24年度 

⑦取組のこれまで

の経緯 

当市は平成 18年 2月に 2市 2町１村が合併し奥州市となった。これまでの認

知症高齢者対策の取り組みは下記のとおり。 

・総合相談 

・要支援１・２及び困難ケース支援 

・認知症サポーター養成講座開催及びキャラバンメイト支援 

・高齢者虐待防止への取り組み 

・認知症関連会議・講座等での啓発活動 

・認知症の人と家族の会支援 

・介護予防教室 

・二段階方式を活用した、脳元気グループ育成支援（脳元気グループ交流会・

脳いきいき相談） 

・「呆けない老後をめざす会」等の地域づくり 

しかし、認知症に関する切実な相談が多くなり、認知症サポーター養成講座

やフォーラム、家族教室等、認知症関連事業に対する住民の反応が大きいこと

や、若年性認知症者のほとんどが匿名の相談であったことから、「認知症で困っ

ている市民が多く対応を急がなければならない」という確信をもった。合併前

の各自治体での取り組みが検証されていないため、平成 24年度市町村認知症施

策総合推進事業を活用し、市全体の事業として取り組むこととした。 

※介護保険認定者数 6,123人 

※認知症自立生活自立度Ⅱ以上 4,044人（認定者数の 66.0％） 

岩手県 



 

 

⑧主な利用者と人

数 

みんなで支える認知症事例検討会 7事例検討 154名参加 

認知症支援ぬくもり隊養成講座 36名修了 

家族交流会「ほっとスペース」の開催 のべ 42名参加 

平成 24年度認知症サポーター養成講座 30会場 1,187人 

認知症にやさしい地域づくりフォーラム 350名参加 

認知症にやさしいケアのあり方研修会の開催 81名参加 

認知症の人と家族の実態調査 実態調査実施者数（本人 251人・介護者 260人） 

 

⑨取組の実施主体

及び関連する団

体・組織 

実施主体：奥州市 

関連する団体･組織： 

医師会・歯科医師会・薬剤師会・介護施設関係者・家族の会 

    ケアマネジャー代表・社会福祉協議会・金融機関・理容師組合      

    タクシー協会・弁護士・消防・警察・岩手県・市役所関係課等） 

⑩市区町村の関与

（支援等）（※２） 

 

 

 

⑪国・都道府県の関

与（支援等）（※３） 

平成 24年度市町村認知症施策総合推進事業 3,081千円 

 

⑫取組の課題 １）認知症サポート医をはじめ、医師会との情報交流が増え、医療と介護の更

なる連携強化が必要 

２）市民ボランティア育成とアクションプランによる活動支援 

３）認知症予防事業と一体となった取り組み 

 

⑬今後の取組予定 ～認知症を切り口とした地域包括ケア体制の構築とまちづくり～ 

 本人と家族の実態調査の分析をもとに、地域課題を把握し地域包括ケア体制

の構築に発展させていきたい。基本方針は下記のとおり。 

・「困っている」からはじめられる 

・認知症の人が暮らしやすいまちは誰もが暮らしやすいまち 

・住み慣れた地域で自分らしく過ごし、希望するかたちで人生を終えられるよ

うにしたい 

市民が認知症の正しい知識をもち、だれもが社会的に排除されず、社会参加

できるまちをめざしたい。 

 

 

⑭その他 第 5期高齢者福祉計画・介護保険事業計画（平成２４年～２６年） 

＜主な施策の方向性＞   

 認知症に対する正しい知識と普及啓発 

 認知症予防事業の充実 

 相談体制の充実 

 家族支援体制の強化 

地域支え合い活動の支援 

⑮担当部署及び連 岩手県奥州市健康福祉部長寿社会課（奥州市地域包括支援センター） 



 

絡先  電話 0197-24-2111（内 268） 

 

※１ 一部地域に限定した実施の場合は、当該地域の人口・高齢化率を（  ）内に記載してください。 

※２ 市町村から財政的支援が行われている場合には予算額等を含めて記載ください。 

※３ 国や都道府県から財政的支援を受けている場合は、補助金や交付金等の名称、額等を含めて記載

ください。 













































平成 24年度奥州市認知症になっても安心まちづくり連絡会 

＜金銭管理・権利擁護＞ 

会  議  名  第１回金銭管理・権利擁護部会 

日時 平成 24年 12月５日（水）午後３時 00分～午後５時 00分 

場所 奥州市民活動支援センター 第１会議室 

参加者 部会員７名 

部会会長 (社福)奥州市社会福祉協議会 長谷川 伸 氏 

部会副会長 県南広域振興局 熱海 芳廣 氏 

説明事項 

・ 奥州市の概況 

・ 奥州市地区別高齢者人口（年齢階層別） 

・ 奥州市の年齢別人口の推移 

・ 高齢化率の推移（全国・岩手県との比較） 

・ 奥州市介護保険（地区別要介護等認定者数調べ） 

・ 奥州市要介護認定者数の推移 

・ 奥州市介護認定者の認知症の割合 

・ 地域包括支援センターでの相談傾向 

・ 高齢者虐待相談から見る認知症 

・ 地域包括支援センターで対応した事例の紹介 

協議事項 

・ 週 2 回来る高齢者が、通帳紛失もあるうえ、苦情めいた内容が頻回で家族に相

談したいが、知るてだてが無い。 

・ 本当に消費者被害に遭っているのか、物取られ妄想などの認知症状なのか悩む

ところがある 

・ 本人の意思・尊厳もあるので、包括を紹介したくても本人が納得しないことも

ある 

・ 連携が大切。自分が持っている情報を共有できれば。全体の連携が取れたら良

いと考える 

・ 制度や事業をどんな人達へ伝えておけば役にたつのか 

・ 金融機関で「おかしいな」と思った情報が相談機関に提供され、弁護士が対応

できれば 

・ 各機関の役割をそれぞれが認識していれば実務のうえで役に立つ 

・ 個人情報保護の観点から見た場合、住所、氏名、電話番号等の情報を関係機関

に伝えても良いものなのだろうか 

・ 地域包括支援センターから他機関へ繋ぐ場合は、口頭で本人から了解を得て、

対象者の情報と相談概要を情報提供している。本人同意を得ながら、金融機関

⇔相談期間⇔弁護士等の専門家という流れを作れないか 

部会での取り

組みについて 

部会の意見を元に地域包括支援センターで今年度取り組めるものを検討し、次回部

会前に部会員に提案する。 

（取り組み例） 

・ 金融機関利用者に向けたチラシ 

・ 関係機関の役割と具体的対応例を掲載した事例集 

・ 相談者を繋ぐネットワークの整備（流れを図式化？） 

・ 関係機関同士で相談者を繋ぐ際のツール作り 

今後の部会開

催について 

・ 次回開催日：平成 25年 1月 23日（水） 開催時間：午後 3：00～午後 5：00 

・ 全３回開催する。開催月は平成 25年１月、２月 



 

会  議  名  第２回金銭管理・権利擁護部会 

日時 平成 25年 1月 23日（水）午後 3時 00分～午後 4時 30分 

場所 奥州市民活動支援センター 第１会議室 

参加者 部会員７名 

説明事項 

前回の部会での意見を元に事務局案を作成し、説明を行った。 

1）金融機関を対象とした取り組み 

・認知症サポーター養成講座の受講案内を市より発送 

・認知症高齢者に関する相談窓口情報の提供 

2）地域住民を対象とした取り組み 

・市広報、地元紙での情報提供（定期・特集記事掲載） 

・金融機関待合室への情報の配置（普及啓発・相談対応部会で作成中のチラシを配

布） 

3）金融機関向け相談窓口資料の作成 

・相談窓口一覧表作成、相談窓口一覧表の裏面にはフローチャートを入れる。 

4）相談窓口に繋ぐ際に必要なツールづくり 

5）金融機関から情報提供があった際の対応強化 

・警察と包括支援センターの連携促進 

・関係機関同士での情報共有のためのルールづくり 

6）金融機関と相談窓口担当者の定期連絡会の開催 

意見交換 

・ 銀行からの情報提供は個人情報の壁があり難しい。 

・ 定期連絡会開催での情報交換を行っていくことがよいのではないか。 

・ 金融機関からそれぞれの相談窓口にというのはかなり大変なので、包括支援セ

ンターがクッションとして入っていただくとよいのでは。 

・ 関係機関でやりとりする場合は最低限の同意事項を決める必要あるのではない

か。 

・ 初期の段階で包括支援センターへつなぐことで詐欺被害の防止につながればよ

い。 

部会での取り

組みについて 

・ 前回出された課題の整理があるとわかりやすくなるのではないかとの意見あ

り、課題を整理し今年度取り組むことと、平成 25 年度以降に取り組む内容をま

とめることとなる。 

・ 金融機関向け相談窓口資料を修正する。 

今後の部会開

催について 

・ 次回開催日・・・Ｈ25 年 2 月 26 日（火） 開催時間：午後 3：00～午後 5：00 

（取り組み案が出揃った為、具体的に実写化した内容を、次回開催までに事務局

より部会員への事前知らせを要する。） 

 



 

 

会議名 第３回金銭管理・権利擁護部会 

日時 平成 25年 2月 26日（火）午後 3時 00分～午後 5時 00分 

場所 奥州市民活動支援センター 第２会議室 

参加者 部会員５名 

説明事項 

・ 課題と取り組み内容、連絡会全体で取り組みについて検討した方が良いことを

表にまとめ、提示。 

・ 金融機関向け相談窓口資料 

（職員用）高齢者の金銭問題に係る相談窓口一覧 

（来客用）奥州市地域包括支援センター紹介チラシ  

意見交換 

・ 個人情報は、整理しておく事が必要。ルールを決めてみてはどうか。 

・ 相談窓口に、どう繋ぐかが問題。例えば、車の高齢者マークのように通帳に高

齢者マークを付けるのはどうか。このサポート通帳を待っていると、本人を守

りますよとの意思表示につながる。 

・ 横の連携を図ることは必要と感じた。新しく立ち上げるもいいが、今ある会議

に入るのもいいと考える。 

部会での取り

組みのまとめ 

・ 平成 24 年度に取り組んだ内容、平成 25 年度以降に取り組む内容について

は、別添資料の通り。 



平成 24年度奥州市認知症になっても安心まちづくり連絡会 

＜徘徊対応部会＞ 

会  議  名 第１回徘徊対応部会 

日時 平成 24年 11月 27日（火）午後１時 30分～午後 3時 30分 

場所 奥州市民活動支援センター 第２会議室 

参加者 部会員６名 

部会会長 岩手県水沢警察署 古屋敷 孝悦 氏 

部会副会長 岩手県タクシー協会胆江支部 松本 健 氏 

説明事項 

・ 奥州市の概況          

・ 奥州市地区別高齢者人口（年齢階層別） 

・ 奥州市の年齢別人口の推移    

・ 高齢化率の推移（全国・岩手県との比較） 

・ 奥州市介護保険（地区別要介護等認定者数調べ） 

・ 奥州市要介護認定者数の推移   

・ 奥州市介護認定者の認知症の割合 

・ 管内警察署での状況から     

・ 行方不明高齢者発生時の対応状況(水沢警察署) 

・ 行方不明高齢者発生時の対応状況(江刺警察署) 

協議事項 

＜課題と感じていること・やってみたいこと＞（各委員より現状及び意見を伺う） 

・ ＧＰＳは本人が持って歩くか不確か。実用性にかける 

・ 詳細な情報があれば良いが、服の色や体型等の情報で本人を見分けるのが難しい 

・ 外から見える場所に大きく目立つ目印が欲しいが、人によっては嫌がって外す 

・ （名札などを服に付けて）あまり表から見えすぎても、本人の人権侵害では？ 

・ 靴はあまり履き替えないので、本人の情報を靴に貼ってはどうか 

・ 家族が徘徊や認知症を隠す傾向を感じる。家族があまりにも無関心な世帯も多い 

・ 警察で顔写真を撮って保管している事案もある。警察、包括で情報共有できれば 

・ 徘徊のおそれがある方に事前登録していただいて「安心台帳」を作りたい 

・ 台帳は原本を市役所本庁で保管、写しを市役所総合支所、警察で保管しはどうか 

・ 靴のほか、必ず本人が持って歩く物に目印を付けられれば良いのでは 

・ 交通事故防止の観点からも反射材のステッカーは有効なのではないか 

・ リーフレットを作成して家族、地域の理解を促したい 

・ 警察・消防が必要としている情報を家族が正確に答えられるようにして欲しい 

部会での取り

組みについて 

① 登録票兼台帳等の作成 

② 靴や持ち物等に貼るステッカーを作成する。 

奥州市自治区の別と個別番号を記載し、発見保護時に登録票兼台帳で対象者の情

報を確認できるようにする（例：「奥水００１」＝奥州市水沢区の登録票００１番

の方） 

③ 「認知症にやさしい地域づくりネットワーク」のリーフレットまたはチラシ作成 

今後の部会開

催について 

Ｈ25 年 1 月中に、取り組み内容を実写化し、事務局より部会員へＦＡＸし各自検討

を行う。 

1/31 までに事務局が意見を集約し、2 月初旬に第２回部会を開催する。 

 



 

 

会  議  名 第２回徘徊対応部会 

日時 平成 25年２月 13日（水）午後２時 00分～午後４時 00分 

場所 奥州市水沢地域包括支援センター 

参加者 部会員７名 

協議事項 

(1) 奥州市高齢者あんしん台帳（仮称）について 

① あんしん台帳の名称は「奥州市はいかいＳＯＳ台帳」に決定。 

② 特徴欄には、四肢麻痺欄を追加する。 

③ 掲載写真は、3 ヶ月以内のもの。 

④ 個人情報の管理・使用方法の欄には、「生命に危険が感じられた場合」と追加

記載する。 

⑤ 医療等の情報の欄を増やす、連絡先を「保護者」へ記載を改める。 

 

(2) あんしんステッカー（仮称）について 

① ステッカーは、「奥州市＋連番」という市で統一した記載の物を購入する。 

② 奥州市はいかいＳＯＳ台帳の登録者に 10 足分を交付する。 

 

(3) 認知症になっても安心なまちチラシについて 

① より分かりやすいよう、記載事項の順番を替える。 

② 曖昧な表現はせず、具体的な表現に変更する。 

③ ＳＯＳ台帳へ登録した方にはステッカーに同封して郵送する。 

④ 連絡会構成団体の事業所や店舗、窓口にチラシの配置をお願いしたい。 

 

取り組みに 

対する意見 

(1) 奥州市はいかいＳＯＳ台帳について 

・ 「この症状だったらこの病院」と分かる様になっていれば活用しやすい。 

・ 情報を警察と包括だけでなく、救急時に消防でも活用できないか。 

・ 保護者の連絡先の再確認を誰がどのように行うか、今後の課題と思われる。 

・ 久しぶりに字を書く方もいると思われるので、例台紙を作成してはどうか。 

・ 台帳の登録者情報は代筆可とし、届出者の自署と印鑑を貰う形で良いのでは。 

・ 保護者になり得る人の連絡先を記入してもらわなければ意味がない。受付時の

説明が重要だと思われる。 

 

(2) あんしんステッカー（仮称）について 

・ 見て分かるかどうかということが大切。 

・ 靴のステッカーで検索し、保護に繋げて行くので有効だ。 

・ ステッカー代の一部を、自費でもとめても良いのではないか。 

・ ステッカー購入の予算を継続的に要求し、25 年度以降も購入するべき。 

 

(3) 認知症になっても安心なまちチラシについて 

・ 全戸配布や町内会の班回覧を行うなど、出来るだけ多くの方の目に触れるよう

な配慮が必要だ。 

・ チラシの配布により制度が多くの市民の目に触れる。徘徊ではなく普通に歩い

ているだけで、市民が靴や私物のステッカーを見つけて通報してくる場合があ

るかもしれない。 

 



 
 

１．総合相談窓口（相談内容が明らかでない場合はこちら） 

相 談 窓 口 窓 口 の 概 要 

奥州市地域包括支援センター 

☎０１９７－２４－２１１１ 

（内線   ,   ） 

高齢者に関する総合相談・高齢者虐待の防止・対応 

保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員（主任ケアマネジャー）の３職種が配置されており、保

健・福祉・介護の専門職がチームで高齢者の支援を行っています。日常生活の心配ごとをはじめ、介

護や健康の相談、消費者被害や財産管理の問題、高齢者虐待といった、高齢者の方の様々な相談を受

け付け、関係機関と連携して必要な支援を提供したり、専門機関・制度・サービスにつなげます。 

２．各種専門相談・通報窓口 

相 談 窓 口 窓 口 の 概 要 

（水沢・前沢・胆沢・衣川区） 

水沢警察署 生活安全課 

☎０１９７－２５－０１１０（代） 
（江刺区） 

江刺警察署 生活安全課 

☎０１９７－３１－０１１０（代） 

振り込め詐欺等の金融事件に関する相談 

岩手県警察では、振り込め詐欺に関する情報の提供を県民の皆様にお願いしています。犯人につな

がる情報として、具体的な振り込め詐欺情報をお知らせください。 

＊『振り込め詐欺』の被害情報や、不審者からたった今電話があった場合などには、１１０番通報す

るようお願いします。 

奥州市市民課 総合相談室 

☎０１９７－２４－２１１１ 

（内線   ,   ） 

消費生活相談・債務相談 

悪質商法や借金などのトラブルについて、消費生活相談員が相談に応じます。 

消費者救済資金融資相談（要予約） 

多重債務など借金の整理について、信用生活協同組合の専門職員が相談に応じます。 

多重債務者弁護士無料相談 （要予約） 

多重債務で困窮している方等を対象に弁護士が相談に応じます。 

奥州市社会福祉協議会 

☎０１９７－２５－７１７１ 

日常生活自立支援事業に関する相談 

社会福祉協議会では、日常生活自立支援事業により、みなさまが安心して地域でくらせるように、

福祉サービスの利用手続き、公共料金などの支払い手続き、大切な書類の保管などをお手伝いします。 

サービスをご利用いただく際には、ご本人といっしょに支援計画を作成し、サービスを提供します。 

高齢者の金銭問題に係る相談窓口一覧（奥州市） 

（表） 金融機関職員用 



 

 

地域包括支援センター 
高齢者に関する相談のワンストップ窓口 
→ どこに相談してよいか分からないときは

まず地域包括支援センターへ 

地域包括支援 

センター職員が 

本人・家族と面談 

④ 

金 融 機 関 

お客様の様子から異変を感じたとき 

（例えば…） 

①振り込め詐欺被害が疑われる・遭っている 

②消費者被害が疑われる・遭っている 

③日常生活自立支援事業の利用者からの相談 

④その他のケース 

・高齢者が「財産を勝手に引き出された」と

訴える 

・高齢者の財産を親族が食い物にしている 

・通帳紛失が頻繁、一人で預金を下ろせない 

・身なりが汚れており、着替えている様子が

ない         ｅｔｃ・・・ 

 

日常生活での介護・支援が必要 高齢者虐待が疑われる 

健康福祉部長寿社会課（健康福祉課） 

→ 介護サービスの手続き・高齢者虐待からの救済、保護 

成年後見制度の利用が必要 

家庭裁判所 → 制度利用による身上監護・財産管理 

日常生活自立支援事業による支援が必要 

社会福祉協議会 → 通帳・金銭管理支援 

消費者被害が疑われる・多重債務 

総合相談室 → 消費者被害からの救済、債務整理相談 

詐欺等の金融事件の危険性がある 

警察署 → 金融事件への対応 

連携促進 

① 

② 

③ 

※状況に応じて複数の機関が連携して支援 

相談対応の流れ 

専
門
機
関
や 

サ
ー
ビ
ス
・
制
度 

に
つ
な
ぐ 

（裏） 金融機関職員用 



平成 24年度奥州市認知症になっても安心まちづくり連絡会 

＜普及啓発・相談対応部会＞ 

 

 

会  議  名  第１回普及啓発・相談対応部会 

日時 平成 24年 12月 4日（火）午後 2時 00分～午後 4時 00分 

場所 奥州市民活動支援センター 第２会議室 

参加者 部会員１１名中出席者８名 

部会会長 奥州キャラバン・メイト スマイル²連絡会 佐藤 勇杉氏 

部会副会長 奥州薬剤師会 中目 祐幸氏 

説明事項 

・ 奥州市の概況 

・ 奥州市地区別高齢者人口（年齢階層別） 

・ 奥州市の年齢別人口の推移 

・ 高齢化率の推移（全国・岩手県との比較） 

・ 奥州市介護保険（地区別要介護等認定者数調べ） 

・ 奥州市要介護認定者数の推移 

・ 認知症者の日常生活自立度 

・ 岩手県における認知症高齢者に日常生活自立度の推移 

・ 奥州市介護認定者の認知症の割合 

・ 地域包括支援センターでの相談傾向①②③ 

・ 奥州市の認知症高齢者への取り組み 

・ 認知症高齢者を支える家族介護者の声 

・ 現行の主な認知症相談窓口 

・ 認知症における早期発見・早期介入 

協議事項 

＜課題と感じていること・やってみたいこと＞（各委員より現状及び意見を伺う） 

・家族を支援する場が必要。 

・支援が必要な方々をどう支えるかが課題。 

・認知症の理解を住民に伝えている。 

・段階、立ち位置にあわせた取り組みが必要。 

・相談先の周知、早期対応が重要。 

・認知症への関心が薄い。パンフレット等での普及啓発が大切。広く理解を促し、つ

なげてもらう。 

・他の取り組みとの連携が必要。（横のつながり、幅広く見守る事が必要） 

・地域の支えあいは、地域によって差がある。 

・既に取り組んでいること（介護教室など）の広い周知。 

部会での取り

組みについて 

・普及啓発及び相談先、認知症状についてのチラシを作成 

印刷状態：Ａ4 又はＡ3 用紙、裏表印刷 

配布：全戸配布 

配布時期：2 月～3 月 

内容：受付時間を記載。住所は無くて良い。字は大きく。無駄な情報をはぶく。  

    奥州市の認知症グラフを掲載し、関心の無い方へ興味を持たせる。 

今後の部会開

催について 

・包括で、チラシ原案を作成。内容を部会員に配布。部会員の意見を反映し、再度作

成したものを、Ｈ25 年 1 月下旬に部会で協議し、決定した内容を安心まちづくり連絡

会へ提出 



 

 

会  議  名  第２回普及啓発・相談対応部会 

日時 平成 25年２月 22日（金）午後３時 00分～午後５時 00分 

場所 奥州市民活動支援センター 第２会議室 

参加者 部会員１１名中出席者８名 

協議事項 

＜リーフレット再案について＞資料：① 

 今まである資源を、どう活かすか。 

 安心まちづくりのイメージの共有が必要。 

・ 奥州市では、何が必要で何が不足しているかの見極め。 

～すぐにやること～ 

・発症予防・元気づくり・早期発見・早期対応・悪化予防・家族支援 

～今後取り組むこと～ 

・認知症普及啓発リーフレットの作成（全戸配布・関係機関への配布） 

・ゲートキーパー、ご近所福祉スタッフ、他の取組みとの連携に強化。 

・アセスメイントシート 

 

◇始めの窓口としてリーフレットを作成。資料：② 

《認知症普及啓発及び相談先についてのリーフレット原案についての意見・要望》 

◈ 頂いた意見に対しての対応。 

・標題（副題）の下に早期発見・対応が必要な理由を入れた。 

・保存版の面、左を右に入れ換えた。 

・前置きを短くした。円グラフを分かりやすく修正した。等々 修正を行う。 

・今年度は、医師会の情報に関しては相談場所のみ掲載 

～ まずは、現状・実態を知ることが必要。対応について～ 

・広く浅く全市を知ること。・・・実態把握のアンケートを実施中。 

・いくつかの行政区（街、農林部、山間部）で深く調査。 

・・・実態把握の結果を参考の検討。 

意見交換 

～リーフレットの内容について ～ 

・包括支援センターのサブセンターとは、仮名なので差し替え予定。 

・４月公報にて全戸、企業配布予定。（６０００世帯配布）部会参加企業でも配布。 

・配色は薄く、ユニバーサルカラーで対応する。ＴＥＬの表示は黒色。 

・リーフレットの校正が完成した時は、会員へＦＡＸにて知らせる。 

平成２５年度 

部会の方向性

について 

・来年度の部会では、手軽に使えるガイドブックを作ってはどうか。 

・あんしんまちづくり連絡会では、支えられる側と支える側がいる。街全体の取組み

が必要。 

・商工会が部会に入っていない。このような所へのアピールが必要。 

・繋ぎの部会が無いと支える人がいない状態になる。困っている人や独居への対応を

どうするか。ただ相談するだけではなく、誰が何をしてくれるかが見えなければなら

ない。 

・地域で認知症の映画を観たと聞いた。「折り梅」の映画を鑑賞することも、普及啓

発に繋がる。 

平成２４年度 

部会への意見 

・部会総会は、目的を一つに絞ると、具体的なものが出来上がる。 

・家族のほっとスペースについて、内容を聞きたい。 

・認知症のアンケートについて、内容を聞きたい。 



 

 
 

■ 会 場：水沢区メイプル地下 「奥州市民活動支援センター会議室」（4回め Zホール） 

■ 対 象：認知症に関心があり講座終了後ボランティアとして、認知症の人とその家族を支える

地域づくりに取り組んでみたい方 30名 

■ 受講料：無料 

■ 申込締切：平成24年12月6日（木） 

  

【講座の目的】 

～認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし 

続けることができるよう、認知症を基礎から学び一緒に考える機会とします～ 

 

 

 

 

＜申し込み先・問い合わせ先＞ 

 奥州市水沢地域包括支援センター（奥州市健康福祉部長寿社会課） 

 電話：51-5465  ＦＡＸ：51-5466 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪申し込み先・問い合わせ先≫ 

奥州市水沢地域包括支援センター（奥州市健康福祉部長寿社会課） 

電話：51-5465  ＦＡＸ：51-5466 

 日 時 内      容 講 師 

１ 

平成24年 

12月7日（金）

（13時30分～

15時30分） 

開講式 

講話 奥州市の認知症対策の現状と課題 

講話 認知症の人を理解し支えるということ 

実技 リフレッシュ体操 

グループホーム「今が一番

館」（滝沢村） 

施設長 横山 久子氏 

２ 

平成25年 

１月12日（土） 

（13時30分～

15時30分） 

講話 若年性認知症の夫と生きて 

活動紹介 たんこう認知症の人を支える家族の会 

実技 リフレッシュ体操 

アクション･ミーティング 

社団法人認知症の人と家族

の会岩手県支部世話人 

立花 美江氏 

たんこう認知症の人を支え

る家族の会 事務局 

３ 

２月６日（水） 

（13時30分～

15時30分） 

講話 認知症の病気の理解 

講話 認知症の人の権利擁護を考える 

アクション･ミーティング 

さくらクリニック（認知症

サポート医） 

院長 阿部 佐倉氏 

４ 

３月２日（土） 

（13時30分～

15時30分） 

認知症にやさしい地域づくりフォーラム 

～住み慣れたまちで、共に生きるために～ 

基調講演：認知症介護研

究・研修仙台センター 

  矢吹 知之氏 他 

５ 

３月18日（月） 

（13時30分～

15時30分） 

講話 認知症の人と家族を支える地域づくり 

アクション･ミーティングと受講者交流会 

閉講式 

社会福祉法人典人会 理

事・総所長・情報科学博士 

 内出 幸美氏 

 

 



 

  

奥州市地域包括支援センターでは、認知症高齢者を支える介護者を対象に

「ほっとスペース」を開催します。 

認知症を学び、語り合い、リフレッシュする会に参加してみませんか？ 

 

■日程及び内容 

 日 時 場 所 内 容 

第１回 
平成24年12月14日（金） 

13 時 30 分～15 時 30 分 

 

 

 

水沢区メイプル地階 

奥州市民活動センタ

ー会議室 

 

 

 

①介認知症に関するミニ

講話 

②腰痛・膝痛予防のため

のリフレッシュ体操 

③グループ交流 

第２回 
平成 24 年１月 18日（金） 

13 時 30 分～1５時 30 分 

第３回 
平成 24 年２月 15日（金） 

13 時 30 分～1５時 30 分 

第４回 
平成 24 年３月 11日（月） 

13 時 30 分～1５時 30 分 

  

■対象者 

  奥州市内の認知症者を介護している家族（介護保険認定を問いません） 

■場所 

  水沢区メイプル地階「奥州市民活動センター会議室」 

■参加費 

  無料（但し茶菓代は自己負担） 

■問い合わせ及び申し込み先 

  奥州市健康福祉部長寿社会課 （水沢地域包括支援センター）  

  電話：51-5465   FAX:51-5466      

 

                   ＝  主催：奥州市 ＝ 



奥州市認知症になっても安心まちづくり連絡会設置要領 

 

（設置） 

第１ 認知症の人が住みなれた地域で安心して暮らし続けられるように、認知症高齢者及び認 

知症対策の現状並びに課題について情報交換等を進めながら、地域における認知症者とその

家族の支援体制の構築を図るため、奥州市認知症になっても安心まちづくり連絡会（以下「連

絡会」という。）を設置する。 

 

（所掌事項） 

第２ 連絡会の所掌事項は、次のとおりとする。 

（１） 認知症高齢者の現状と認知症対策の情報交換に関すること。 

（２） 認知症対策事業に関すること。 

（３） 認知症対策の普及啓発に関すること。 

（４） 前３号に掲げるもののほか、認知症対策の推進に関すること。 

 

（組織） 

第３ 連絡会は、奥州市内の認知症高齢者に関係する団体・組織、行政機関等の職員等による

委員をもって構成する。 

 

（会長及び副会長） 

第４ 連絡会に会長及び副会長を置き、会長は、委員の互選により選任し、副会長は、委員の 

中から会長が指名する。 

２ 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 

 

（会議） 

第５ 連絡会の会議は、会長が招集する。 

２ 連絡会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求めることができる。 

 

（部会） 

第６ 連絡会に部会を置くことができる。 

 ２ 部会は、連絡会の所掌事項のうち委任された事項について、専門的に協議する。 

 ３ 部会は、会長が指名する委員をもって構成する。 

  ４ 部会に部会長及び副部会長を置き、委員の中で互選する。 

  ５ 部会の会議については、部会長が招集し必要に応じて委員以外の者の出席を求めること 

ができる。 

 

（庶務） 

第７ 連絡会の庶務は、奥州市健康福祉部長寿社会課（水沢地域包括支援センター）において

処理する。 

 

（補則） 

第８ この要領に定めるもののほか、連絡会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って 

定める。 

 

附 則 

この要領は、平成 24年８月６日から施行する。 



     

 

日時： 平成 2５年 3月２日（土） 

午後 1時 30分～午後 4時（受付開始 午後 1時～） 

場所： 奥州市文化会館 Ｚホール（中ホール） 

 

◆基 調 講 演 「地域で認知症の人と家族を支えるために」 
 

講 師：認知症介護研究・研修仙台センター 

主任研修研究員  

矢吹
や ぶ き

 知之
ともゆき

 氏 
 

◆パネルディスカッション 

テーマ 「認知症になっても安心して暮らせるまちづくりについて考える」 

～地域で認知症の人と家族を支えるために～ 

 

《コーディネーター》さくらクリニック院長（認知症サポート医） 阿部佐倉 氏   

《パネリスト》☆前沢区白山１区民生児童委員         佐藤 一儀 氏 

☆まえさわ苑指定居宅介護支援事業所長   佐々木 裕  氏 

☆奥州市社会福祉協議会地域福祉課長    長谷川 伸 氏 

☆水沢地域包括支援センター        及川 明美 

   《助言者》 認知症介護研究・研修仙台センター 主任研修研究員 矢吹 知之氏 

 

 

◆奥州市キャラバンメイト・スマイル２による寸劇と全体合唱 
 
 
【問い合わせ】 

水沢地域包括支援センター 電話：51-5465 

江刺地域包括支援センター 電話：35-2111（内線 166・167） 

前沢地域包括支援センター 電話：56-2111（内線 271・272） 

胆沢地域包括支援センター 電話：46-2977（内線 204・205） 

衣川地域包括支援センター 電話：52-3800（内線 602・606） 

《主催：奥州市》 

申し込み不要 
 

参加 

無料 

どなたでも、お気軽にご参加下さい 

 

プロフィール 

東北福祉大学総合福祉学部専任講師 

認知症介護研究・研修センター主任研修研究員 

専門（社会学 認知症介護教育 家族支援 

地域における介護・認知症予防） 


